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議題 

第 1号議案 

名古屋都市計画区域区分の変更について（愛知県決定） 

 (資料 ： 1-1 ～ 1-8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

区域区分の変更について（概要） 

 

瀬戸市八床地区は穴田工業団地に近接し、「せと品野 IC」から約 2.5 ㎞に位置する交通利便性

の高い地区であり、産業集積を推進するため良好なアクセスや既存の工業団地を最大限に生かし

た新たな産業基盤の整備が求められています。 

当該地区では、ゴルフ場跡地の有効利用を図りつつ、交通利便性を活かし、周辺の自然環境と

調和した緑豊かな工業地の形成を図ることを目標に八床工業用地地区計画を定めており、地区計

画区域周辺の個別開発も含め民間事業者による計画的な都市基盤整備が行われる約 29.2ha を市

街化区域に編入し、将来的にも適正な土地利用の維持・誘導を図るものです。 
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名古屋都市計画区域区分の変更（愛知県決定） 

 

都市計画区域区分を次のように変更する。 

 

１ 市街化区域及び市街化調整区域の区分 

「計画図表示のとおり」 

 

２ 人口フレーム                        （単位：千人） 

年次 

区分 
平成２７年 令和１２年 

都市計画区域内人口 3,258.8 － 

 市街化区域内人口 3,038.8 － 

 配分する人口 － － 

保留する人口 － － 

  （特定保留） － － 

  （一般保留） － － 

 （注）人口フレームは広域都市計画圏で設定しており、一般保留している人口フレーム 

の解除については、随時各都市計画区域に割り付けることとしている。 

 

３ 産業フレーム                       

年次 

区分 
平成２５年 令和１２年 

県内総生産額【愛知県】 

(十億円) 

34,823 44,108 

 保留する面積(ha) － － 

 （特定保留） － － 

 （一般保留） － － 

（注）産業フレームは広域都市計画圏で設定しており、一般保留している産業フレーム 

の解除については、随時各都市計画区域に割り付けることとしている。 
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（参考）広域都市計画圏のフレーム 

 

１）広域都市計画圏の名称 

「尾張広域都市計画圏」 

 

２）都市計画圏に係る人口フレーム               （単位：千人） 

区  分 

 

尾張広域 

都市計画圏 

都市計画区域 

名古屋 尾張 知多 

平成 27年 

（西暦 2015 年） 

都市計画区域内人口 5,127.2 3,258.8 1,251.0 617.4 

市街化区域内人口 4,416.6 3,038.8 847.3 530.4 

令和 12年 

（西暦 2030 年） 

都市計画区域内人口 5,019.7 5,019.7 

市街化区域内人口 4,362.1 4,362.1 

 

配分する人口 4,343.3 4,343.3 

保留する人口 18.8 18.8 

 

特定保留 － － 

一般保留 18.8 18.8 

 

３）都市計画圏に係る産業フレーム                

区  分 

 

愛知県 

尾張広域都市計画圏 

名古屋 
都市計画区域 

尾張 
都市計画区域 

知多 
都市計画区域 

平成 25年 

（西暦 2013年） 
県内総生産額(十億円) 34,823 － － － 

令和 12年 

（西暦 2030年） 

県内総生産額(十億円) 44,108 － 

保留する面積(ha) 1,113 731 

 特定保留 0 － 

 一般保留 1,113 731 
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理  由 

 

地区計画等により、計画的な市街地形成が確実に行われる区域を市街化区域に編入するもので

ある。 
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1 

 

 

理由書 

 

【瀬戸八床地区】 

 

１ 当該都市計画の都市の将来像における位置づけ 

（１）名古屋都市計画区域マスタープラン（平成31年3月策定） 

都市づくりの基本理念として「商業・業務施設などの高次都市機能が集積し、都市住民が

これらのサービスを享受できる便利で豊かな都市づくりを進めます。」としています（P名

古屋-16 第3章3参照）。 

また、都市づくりの目標のうち「力強い愛知を支えるさらなる産業集積の推進に向けた目

標」として、「既存産業の高度化や航空宇宙産業などの次世代産業の創出、新たな産業立地

の推進を図るため、既存工業地周辺や広域交通の利便性が高い地域、物流の効率化が図られ

る地域に新たな産業用地の確保を目指します。」としています（P名古屋-19 第3章5参照）。 

（２）第６次瀬戸市総合計画（平成29年3月策定） 

将来像として「住みたいまち 誇れるまち 新しいせと」を掲げており、都市像の一つ

に、「活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち」を定めています（P33 基本構想

第6章参照）。 

また、将来都市構造として、当該地区を「産業技術ゾーン」に位置づけており、「既存の

工業団地における生産環境の維持・向上を図るとともに、道路網や立地環境の充実につなが

る各種の施策を展開し、新たな企業誘致や既存の地域産業の振興を図っていきます。」とし

ています（P53,54 基本計画第1章4参照）。 

（３）瀬戸市都市計画マスタープラン（平成29年7月策定） 

目指す都市像の一つである「活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できるまち」の方針

として、「雇用の創出による定住の促進に向け、ものづくり産業の技術や既存の産業集積を

活かした新産業分野への展開を図るとともに、既存工業団地周辺やインターチェンジ周辺

など地域ポテンシャルを活かした産業基盤の形成を図ります。」としています。（P43,45 第

3章3-3参照）。 

また、土地利用の方針として、当該地区を「土地利用誘導ゾーン（産業系）」に位置づけ

ており、「インターチェンジ周辺では、良好なアクセスや既存工業団地を最大限に活かし

た、新たな産業基盤の創出を図ります。」としています（P51,53 第3章3-5参照）。その中

で、当該地区について、地域別構想（品野地域）では、「穴田企業団地に隣接し、既存スト

ックの活用が見込まれる八床町周辺の土地利用誘導ゾーンでは、新たな産業基盤の創出を

進めます。」としています（P104 第4章2参照）。 
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２ 当該都市計画の必要性 

本市は、名鉄瀬戸線と愛知環状鉄道の2路線による鉄道網と東名・新東名高速道路や中央

自動車道につながる東海環状自動車道の「せと品野IC」及び「せと赤津IC」を有しており、

交通環境に恵まれています。そのため、近年、企業立地の需要が高まっており、製造業を中

心とした企業進出が進んでいるものの、多数の企業からの土地需要に対して対応ができてい

ない状況です。 

また当該地区は、工業専用地域である穴田工業団地に近接し、「せと品野IC」から約2.5km

に位置する、県道中水野品野線、市道深川穴田線、市道品野曽野線に接道した交通利便性の

高い地区であり、産業集積を推進するため、良好なアクセスや既存工業団地を最大限に活か

した新たな産業基盤の整備が求められています。 

このような背景のもと、当該地区では、ゴルフ場跡地の有効利用を図りつつ、交通利便性

を活かし、周辺の自然環境と調和した緑豊かな工業地の形成を図ることを目標に八床工業

用地地区計画を定めており、地区計画区域周辺の個別開発も含め民間事業者による基盤整

備が進められています。 

計画的な都市基盤整備が行われる当該地区において、市街化区域に編入し、将来的にも適

正な土地利用の維持・誘導を図る必要があります。 

３ 当該都市計画の妥当性 

（１）位置 

当該地区は、東海環状自動車道「せと品野IC」から約2.5kmに位置し、西側は穴田工業団

地（工業専用地域）に近接しており、交通利便性を活かし産業集積を図るために適した位置

です。 

（２）区域 

当該地区は、道路、既存の市街化区域界及び筆界を区域の境界としており、明確な区域境

界です。 

（３）規模 

当該地区は、民間事業者による開発事業地及び八床工業用地地区計画に基づく新たな産

業拠点としての基盤整備と土地利用が図られる区域（約29.2ha）であり、適正な規模です。 

（４）施設の配置等 

緩衝帯緑地は、周辺にある住宅地の住環境に配慮し、操業に伴う騒音・振動等の環境負荷

の低減、緑豊かな工業地の環境の向上及び周辺の自然環境との調和を図るため、区域の周辺

部に配置します。また、調整池は、地区外への雨水排水の流出増を防ぐものとし、流域ごと

に下流河川の規模に応じた必要容量を確保するため、区域を縦断する市道品野曽野線より

北側及び南側の各１箇所に配置します。 

 以上から、位置、区域、規模及び施設の配置等は妥当です。 
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